
 

令和２年 第２回 庄内町教育委員会定例会の会議結果 

 

○日 時 令和２年２月２７日（木）午後１時００分 

○場 所 庄内町役場立川庁舎第二会議室 

○出 席 教育長 菅原 正志 

     教育委員会委員 今野 悦次 

     教育委員会委員 梅木 均 

教育委員会委員 太田 ひろみ 

教育委員会委員 齊藤 雅子 

○欠 席 なし 

○傍聴人 なし 

○内 容 

１ 開  会 

 

２ 議事録承認 

令和２年第 1 回定例会議事録 

 

３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）令和元年度画訪問のまとめ 

（３）庄内町教育振興基本計画に関する「R1 アンケート調査結果考察」 

（４）その他 

 

４ 付議事件 

日程第 1  議案第４号  令和元年度庄内町一般会計補正予算（第 7 号）の申出につい

て 

庄内町教育委員会が所管する令和元年度庄内町一般会計補正予算（第 7 号）について、原

案どおり町長に申し出ることとしました。 

 日程第 2  議案第５号  令和２年度庄内町一般会計予算の申出について 

庄内町教育委員会が所管する令和２年度庄内町一般会計当初予算について、原案どおり町

長に申し出ることとしました。 

 日程第 3  議案第６号  条例制定の申出について（庄内町体育施設設置及び管理条例

の一部を改正する条例） 

庄内町南野グラウンドの位置に関する条文の整備を図るため、本条例の一部を改正するよ

う町長に申し出ることとしました。 

 日程第４  議案第７号  庄内町立学校施設利用条例施行規則の全部を改正する規則の

設定について 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の全部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

 



 

日程第５  議案第８号  庄内町公民館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の一部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

日程第６  議案第９号  庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の一部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

日程第７  議案第１０号 庄内町菁莪庵管理運営規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の一部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

〔追加議案〕 

日程第８  議案第１１号 庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の一部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

日程第９  議案第１２号 庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の一部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

日程第１０ 議案第１３号 前田野目農村公園管理運営規則の全部を改正する規則の設定

について 

使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の減免について見直しを行う

ことと所要の条文の整備のため、本規則の全部を改正することが原案どおり可決いたしまし

た。 

 

５ 協  議 

（１）令和２年度庄内町教育委員会の重点と視座（案）について 

令和２年度庄内町教育委員会の重点と視座（案）の内容等について協議し、引き続き協議

することとしました。 

（２）令和２年度庄内町教育委員会計画訪問（案）について 

令和２年度庄内町教育委員会計画訪問について、原案のとおり実施することとしました。 

 

６ その他 



 

（１）第 3 回教育委員会臨時会の開催について 

日時：令和２年 3 月７日（土）午後 1 時００分 

場所：立川総合支所３階 第三会議室 

（２）第 4 回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和２年 3 月 2４日（火）午前 9 時 00 分 

場所：立川総合支所３階 第二会議室 

（３）その他 

 

７ 閉  会  午後 2 時２４分 


